
○環境省の内部組織に関する訓令  
（平成１３年１月６日環境省訓令第１号）  
 
 改正 平 13 訓 39、訓 48、訓 55、  

平 14 訓 5、訓 9、訓 11、訓 12、訓 14 
平 15 訓 14、訓 18、訓 34 
平 16 訓 5、訓 6、訓 9、訓 11 
平 17 訓 7 
平 18 訓 1 
平 19 訓 11、訓 12、訓 13 
平 20 訓 1、訓 14 
平 21 訓 8 
平 22 訓 8 
平 23 訓 6、訓 10、訓 14 
平 24 訓 7、訓 13、訓 16、訓 28、訓 51、訓 53 
平 25 訓 13、訓 19、訓 20 
平 26 訓 16、訓 26 
平 27 訓 9、訓 12、訓 22 
平 28 訓 8、訓 12、訓 15 
平 29 訓 4、訓 9、訓 10、訓 12 
平 30 訓 7 
平 31 訓 6 
令  元訓 8 
令  ２訓 12､訓 21 
令  ３訓 3、訓 9 
令  ４訓 4、訓 10 
令  ５訓 9 
令  ６訓 3 
令  ６訓 10 
令  ７訓９、訓 15、訓 16 
令  ８訓４  

 
 （通則）  
第１条 環境省の内部部局の組織については、環境省設置法（平成１１年法

律第１０１号）、環境省組織令（平成１２年政令第２５６号）及び環境省
組織規則（平成１３年環境省令第１号）に定めるところによるほか、この
訓令の定めるところによる。  

 
（総合環境政策統括官グループ）  

第２条   大臣官房に、総合政策課、環境経済課及び環境影響評価課の事務を
分掌する局に準ずる組織として、総合環境政策統括官グループを置く。  

２ 総合環境政策統括官は、命を受けて、総合環境政策統括官グループの事
務を掌理する。  

３ 官房長は、総合環境政策統括官に総合環境政策統括官グループの事務の
掌理を委ねることができる。  

 
（地域脱炭素推進審議官グループ） 

第３条 大臣官房に、地域政策課、地域脱炭素事業推進課及び第４８条第１
項に規定する地域脱炭素政策調整担当参事官室の事務を分掌する部に準ず



る組織として、地域脱炭素推進審議官グループを置く。 
２ 地域脱炭素推進審議官は、命を受けて、地域脱炭素推進審議官グループ

の事務を掌理する。 
３ 官房長は、地域脱炭素推進審議官に地域脱炭素推進審議官グループの事

務の掌理を委ねることができる。 
 

（地域脱炭素政策調整担当参事官） 
第４条 大臣官房に、地域脱炭素政策調整担当参事官１人を置く。 
２ 地域脱炭素政策調整担当参事官は、地方公共団体が行う地域の脱炭素化

に関する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさど
る。 
 
（地域脱炭素企画官） 

第５条 大臣官房に、地域脱炭素企画官２人を置く。 
２ 地域脱炭素企画官は、地域脱炭素推進審議官のつかさどる事務のうち、

再生可能エネルギーの利用等による地方公共団体が行う地域の脱炭素化に
関する施策の促進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事
務を処理する。 

 
 （放射線健康管理担当参事官）  
第６条 大臣官房環境保健部に、放射線健康管理担当参事官を置く。  
２ 放射線健康管理担当参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償

及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。  
 
 （特別交渉官）  
第７条 地球環境局に、特別交渉官１人を置く。  
２ 特別交渉官は、地球環境局の所掌事務に関する情報の収集及び分析、関

係国の政府等との連絡及び協議等並びに政策の企画及び立案を行う。  
 
 （地球環境問題交渉官）  
第８条 地球環境局に、地球環境問題交渉官を置く。  
２ 地球環境問題交渉官は、地球環境局の所掌事務のうち、地球温暖化（地 

球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号。）第２条
第１項に規定する地球温暖化をいう。次条第２項第１号において同じ。）
の防止を目的とする外国、国際機関等との調整及び交渉に関する重要事項
に係るものに参画する。  

 
（国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官）  

第９条 地球環境局に、国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官を置
く。  

２ 国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官は、命を受けて、第一号
及び第二号に掲げる事務を分掌し、並びに第三号に掲げる事務をつかさど
る。 
一 地球温暖化の防止に関する国際協力に関する事務のうち重要事項に係

るもの。 
二 環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務の

うち重要事項に係るもの。 
三 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の

委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附



帯する業務に関すること。 
（廃棄物規制担当参事官）  

第１０条 環境再生・資源循環局に、廃棄物規制担当参事官を置く。  
２ 廃棄物規制担当参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 特定有害廃棄物等（特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
（平成４年法律第１０８号）第２条第１項に規定する特定有害廃棄物等を
いう。）の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。  

 二 産業廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第
１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）第２条第４項に規定する産
業廃棄物をいう。第１１８条第２項において同じ。）の排出の抑制及び
適正な処理に関すること（総務課、資源循環課及び廃棄物適正処理推進
課の所掌に属するものを除く。）。  

 三 廃棄物（廃棄物処理法第２条第１項に規定する廃棄物をいう。次条第
２項第６号を除き、以下同じ。）の処理に関する基準に関すること（資
源循環課の所掌に属するものを除く。）。  

 四 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生
ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること（ポリ
塩化ビフェニル廃棄物（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進
に関する特別措置法（平成１３年法律第６５号）第２条第１項に規定す
るポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。第１１条第２項第３号及び第１２
１条第２項において同じ。）の確実かつ適正な処理の推進に関するもの
を除く。第１１９条第２項において同じ。）。  

 五 有害使用済機器（廃棄物処理法第１７条の２第１項に規定する有害使
用済機器をいう。）の保管、処分及び再生の規制に関すること。  

 六 船舶の再資源化解体（船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
（平成３０年法律第６１号）第２条第１項に規定する再資源化解体をいう。 
 ）の適正な実施に関する基準等の策定及び規制等に関すること。  

 七 独立行政法人環境再生保全機構の行う業務（廃棄物処理法第８条の５
第３項（廃棄物処理法第１５条の２の４において準用する場合を含む。
）の規定による維持管理積立金の管理に係ることに限る。）に関するこ
と。  

 
（環境再生担当参事官）  

第１１条 環境再生・資源循環局に、環境再生担当参事官を置く。  
２ 環境再生担当参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する
こと（原子炉の運転等（原子力損害の賠償に関する法律（昭和３６年法
律第１４７号）第２条第１項に規定する原子炉の運転等をいう。）に起
因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処（以
下「原子力災害からの環境の再生」という。）に関することに限る。）。  

二 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること（原子力
災害からの環境の再生に関することに限る。）。  

三 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関すること
（資源循環課の所掌に属するものを除く。）。  

四 廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支
障の除去に関すること。  

五 災害により生じた廃棄物の適正な処理に関すること（当該廃棄物の処
理のための補助に係るもの及び資源循環課の所掌に属するものを除く。 
）。  



六 原子力災害からの環境の再生に関すること（廃棄物処理法第２条第１
項に規定する廃棄物の適正な処理に係るもの並びに復興再生利用・最終
処分戦略担当参事官及び復興再生利用・最終処分事業推進担当参事官の
所掌に属するものを除き、原子炉の運転等に起因する事故により放出さ
れた放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係るものに関し
ては、当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関するこ
とに限る。以下第１２６条第２項第１号において同じ。）。  

七 環境再生・資源循環局の所掌事務に関する原子力災害からの環境の再
生に係る技術の総括に関すること。  

八 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式
会社法（平成１５年法律第４４号）第７条第１項第１号から第３号まで
に掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関すること。  

  
（復興再生利用・最終処分戦略担当参事官）  

第１２条 環境再生・資源循環局に、復興再生利用・最終処分戦略担当参
事官を置く。  

２ 復興再生利用・最終処分戦略担当参事官は、除去土壌（平成二十三年
三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故
により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措
置法（平成２３年法律第１１０号。以下「放射性物質汚染対処特措法」
という。）第２条第４項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。）の復
興再生利用（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震
に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚
染への対処に関する特別措置法施行規則（平成２３年環境省令第３３号。
以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。）第５８条の４に
規定する復興再生利用をいう。以下同じ。）及び福島県内除去土壌等（
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第２条第２項に規定する福島県内除
去土壌等をいう。以下同じ。）の最終処分（中間貯蔵・環境安全事業株
式会社法第２条第３項に規定する最終処分をいう。以下同じ。）に係る
企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。  

 
（復興再生利用・最終処分事業推進担当参事官）  

第１３条 環境再生・資源循環局に、復興再生利用・最終処分事業推進担当
参事官を置く。  

２ 復興再生利用・最終処分事業推進担当参事官は、除去土壌の復興再生利
用及び福島県内除去土壌等の最終処分に係る事業の推進に関する事務をつ
かさどる。  

 
 （復興再生利用・最終処分規制審査企画官）  
第１４条 環境再生・資源循環局に、復興再生利用・最終処分規制審査企画

官を置く。  
２ 復興再生利用・最終処分規制審査企画官は、命を受けて、除去土壌（放

射性物質汚染対処特措法第２条第４項に規定する除去土壌をいう。）の復
興再生利用及び最終処分に関する基準（放射性物質汚染対処特措法施行規
則第５８条の３及びぢあ５８条の４で定める基準をいう。以下同じ。）の
策定及び当該基準への適合性に係る審査に関する事務のうち重要事項の企
画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。  

 
（復興再生利用・最終処分規制審査調整官）  



第１５条 環境再生・資源循環局に、復興再生利用・最終処分規制審査調整
官を置く。  

２ 復興再生利用・最終処分規制審査調整官は、命を受けて、除去土壌の復
興再生利用及び最終処分に関する基準の策定及び当該基準への適合性に係
る審査に関する事務のうち重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事
務を処理する。  

 
（越境移動情報分析官）  

第１６条 環境再生・資源循環局に、越境移動情報分析官を置く。  
２ 越境移動情報分析官は、高度の専門的な知識経験に基づく有害廃棄物等

の越境移動に関する情報の収集、分析等を行うことにより、環境の保全に
関する基本的な政策の企画及び立案（有害廃棄物等の越境移動に係るもの
に限る。）の支援を行う。  

 
 （課長補佐、室長補佐及び参事官補佐）  
第１７条 別に定める課（環境省組織規則及びこの訓令に規定する室（第３

項に規定する参事官室を除く。以下単に「室」という。）を含む。）に課
長補佐（室においては、室長補佐。以下同じ。）を置く。  

２   課長補佐は、課長（室においては、室長。以下同じ。）を補佐し、係長
又は主査を指揮監督し、課（室を含む。）の事務を処理する。  

３ この訓令に規定する参事官室（以下単に「参事官室」という。）に、参
事官補佐を置く。  

４ 参事官補佐は、第４条第１項に規定する地域脱炭素政策調整担当参事官
、第６条第１項に規定する放射線健康管理担当参事官、第９条第１項に規
定する国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官、第１０条第１項に
規定する廃棄物規制担当参事官、第１１条第１項に規定する環境再生担当
参事官、第１２条第１項に規定する復興再生利用・最終処分戦略担当参事
官復興又は第１３条第１項に規定する再生利用・最終処分事業推進担当参
事官を補佐し、係長又は主査を指揮監督し、参事官室の事務を処理する。 

５   課長補佐及び参事官補佐の定数は、別に定める。  
 
 （専門官）  
第１８条 別に定める課（室及び参事官室を含む。以下同じ。）に、専門官

を置く。  
２   専門官は、課長若しくは参事官を助け、専門的知識経験に基づく意見を

述べ、又は専門的事務を処理する。  
３ 専門官の定数及び名称は、別に定める。  
 
 （係及び係長）  
第１９条 課に、係を置く。  
２ 係に、係長を置く。  
３ 係長は、その係に属する職員を指揮監督し、係の事務を掌理する。  
４ 係の定数及び名称は、別に定める。  
 
 （主査）  
第２０条 別に定める課に、主査を置く。  
２ 主査は、上司の命を受け、課の事務を処理する。  
３ 主査の定数は、別に定める。  
 



 
 （主任）  
第２１条 係（科を含む。次項において同じ。）に、主任を置くことができ

る。  
２ 主任は、係長（科においては、科長）を助け、係の事務を処理する。  
３ 主任の定数は、別に定める。  
 
 （秘書官事務取扱、副大臣秘書事務取扱及び大臣政務官秘書事務取扱）  
第２２条 大臣官房秘書課に、秘書官事務取扱１人、副大臣秘書事務取扱２

人及び大臣政務官秘書事務取扱２人を置く。  
２ 秘書官事務取扱、副大臣秘書事務取扱及び大臣政務官秘書事務取扱は、

大臣官房秘書課長を助け、それぞれ大臣、副大臣及び大臣政務官の機密に
関する事務を処理する。  

 
 （女性職員活躍・ＷＬＢ推進担当官）  
第２３条 大臣官房秘書課に、女性職員活躍・ＷＬＢ推進担当官を置く。  
２ 女性職員活躍・ＷＬＢ推進担当官は、女性職員の活躍及びワークライフ

バランスの推進に関する事務をつかさどる。  
 
 （公共資産調査・研究官）  
第２４条 大臣官房秘書課に、公共資産調査・研究官１人を置く。  
２ 公共資産調査・研究官は、高度の専門的な知識経験に基づく国立公園内
の環境省所管の国有財産に関する適正な管理・運営手法の調査及び研究を
行うことにより、国有財産部局の基本的な政策の企画及び立案の支援を行
う。  

 
 （人材育成・業務改革推進室）  
第２５条 大臣官房秘書課に、人材育成・業務改革推進室を置く。  
２ 人材育成・業務改革推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 職員の育成に関する企画及び立案に関すること  
二 業務改革その他の環境省の事務能率の増進に関する事務のうち特定事

項に関すること  
３ 人材育成・業務改革推進室に、室長を置く。  
 

（人材育成・業務改革推進企画官）  
第２６条 大臣官房秘書課人材育成・業務改革推進室に、人材育成・業務

改革推進企画官１人を置く。  
２ 人材育成・業務改革推進企画官は、大臣官房秘書課人材育成・業務改革

推進室の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事
務を処理する。  

 
 （人事企画官）  
第２７条 大臣官房秘書課に、人事企画官２人を置く。  
２ 人事企画官は、環境省の職員の人事管理に関する特定事項について、調

整及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさど
る。  

 
（政策企画調査官）  

第２８条 大臣官房総務課に、政策企画調査官１人を置く。  



２ 政策企画調査官は、大臣官房総務課の所掌事務に関する重要事項の調査
、企画及び立案に関する事務をつかさどる。  

 
（企画調査官）  

第２９条 大臣官房総務課に、企画調査官２人を置く。  
２ 企画調査官は、大臣官房総務課の所掌事務に関する企画、立案及び調整

に関する事務をつかさどる。  
 
（業務改革推進官）  
第３０条 大臣官房総務課に、業務改革推進官を置く。  
２ 業務改革推進官は、大臣官房総務課の所掌事務に関する事務能率の増進

に関する企画、立案及び調整に関する事務をつかさどる。  
 

（公文書監理室）  
第３１条 大臣官房総務課に、公文書監理室を置く。  
２ 公文書監理室は、環境省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれ

に関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する事
務をつかさどる。  

３ 公文書監理室に、室長を置く。  
 
 （国会連絡室）  
第３２条 大臣官房総務課に、国会連絡室を置く。  
２ 国会連絡室は、国会との連絡に関する事務をつかさどる。  
３ 国会連絡室に、室長を置く。  
 
（環境情報室）  

第３３条 大臣官房総務課に、環境情報室を置く。  
２ 環境情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。  
一 環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。   
二 国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。   
三 環境省の所掌事務に関する情報（統計を除く。）の整理及び提供に関
する事務の総括に関すること。  

四 環境省の所掌事務のデジタル化に関する事務の総括に関すること。  
３ 環境情報室に、室長を置く。  
 
 （デジタル戦略企画官）  
第３４条 大臣官房総務課環境情報室に、デジタル戦略企画官１人を置く。  
２ デジタル戦略企画官は、環境省の所掌に係る情報処理に関連する技術の

利用の促進に関する事務のうち、情報処理システムの高度利用及び戦略的
な利用の促進に関する企画、立案及び推進に関する事務をつかさどる。  

 
 （危機管理・災害対策室）  
第３５条 大臣官房総務課に、危機管理・災害対策室を置く。  
２ 危機管理・災害対策室は、環境省の所掌事務に係る危機管理・災害対策

に関する事務（カウンターインテリジェンスに関するものを含む。）の総
括に関する事務をつかさどる。  

３ 危機管理・災害対策室に、室長を置く。  
 
 （監査指導室）  



第３６条   大臣官房会計課に、監査指導室を置く。  
２   監査指導室は、経費及び収入の決算及び会計（債権の管理、歳入の徴収

及び歳入歳出外現金の出納に限る。）並びに会計の監査に関する事務をつ
かさどる。  

３   監査指導室に、室長を置く。  
 

（庁舎管理室）  
第３７条 大臣官房会計課に、庁舎管理室を置く。  
２ 庁舎管理室は、環境省所管の行政財産の管理及び建築物の営繕（いずれ

も庁舎移転に関するものに限る。）並びに庁内の管理に関する事務をつか
さどる。  

３ 庁舎管理室に、室長を置く。  
 
（会計戦略企画官）  
第３８条 大臣官房会計課に、会計戦略企画官を置く。  
２ 会計戦略企画官は、大臣官房会計課の所掌事務に関する特定事項につい

て、調査及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつ
かさどる。  

 
（業務改革推進官）  
第３９条 大臣官房会計課に、業務改革推進官を置く。  
２ 業務改革推進官は、大臣官房会計課の所掌事務に関する事務能率の増進

に関する企画、立案及び調整に関する事務をつかさどる。  
 

（政策企画官）  
第４０条 大臣官房総合政策課、大臣官房地域政策課、大臣官房環境保健部

企画課、地球環境局総務課、水・大気環境局総務課、自然環境局総務課及
び環境再生・資源循環局総務課に政策企画官１人を置く。  

２ 政策企画官は、各課の所掌事務に関する重要事項の企画、立案及び調整
に関する事務をつかさどる。  

 
（政策調整官）  

第４１条 大臣官房総合政策課に、政策調整官２人を置く。  
２ 政策調整官は、命を受けて、環境基本計画（環境基本法（平成５年法律

第９１号）第１５条第１項に規定する計画をいう。以下同じ。）に関する
事務のうち重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。  

 
（環境統計分析官）  

第４２条 大臣官房総合政策課に、環境統計分析官１人を置く。  
２ 環境統計分析官は、高度の専門的な知識経験に基づく環境統計・環境情

報の加工及び分析等を行うことにより、環境の保全に関する基本的な政策
の企画及び立案の支援を行う。  
 
（ナッジ戦略企画官）  

第４３条 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室に、ナッジ
戦略企画官１人を置く。  

２  ナッジ戦略企画官は、環境省組織規則第３条第２項第１号の事務のうち
ナッジの手法（行動科学の知見の活用により、人々の行動変容を促す手法
をいう。）の戦略的な活用による政策の企画及び立案並びに調整に関する



事務を処理する。  
 （環境計画室）  
第４４条 大臣官房総合政策課に、環境計画室を置く。  
２ 環境計画室は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 環境基本計画に関すること。  
二 環境の状況及び政府が環境の保全に関して講じた施策に関する報告並

びに政府が当該報告に係る環境の状況を考慮して講じようとする施策を
明らかにした文書に関すること。  

三 地球環境保全等に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に
関すること。  

四 環境省所管の統計調査の実施状況に関する点検・調査に関すること。  
３ 環境計画室に、室長を置く。  
 

（民間活動支援室）                     
第４５条   大臣官房総合政策課に、民間活動支援室を置く。  
２ 民間活動支援室は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体

（以下「民間団体等」という。）が自発的に行う環境の保全に関する活動
の促進に関する事業の実施に関する事務をつかさどる。  

３ 民間活動支援室に、室長を置く。  
 

（原子力規制組織等改革担当室）  
第４６条 大臣官房総合政策課に、原子力規制組織等改革担当室を置く。  
２ 原子力規制組織等改革担当室は、原子力利用における安全の確保に係る

事務を所掌する行政組織に関する検討に係る事務をつかさどる。  
３ 原子力規制組織等改革担当室に、室長を置く。  
 
  （環境研究評価調整官）  
第４７条 大臣官房総合政策課に、環境研究評価調整官１人を置く。  
２ 環境研究評価調整官は、環境の保全に関する研究に係る競争的研究資金

の制度及び研究課題の評価等に関する事項の企画及び立案並びに調整に関
する事務をつかさどる。  

 
（国際ルール形成・環境ビジネス戦略室）  
第４８条 大臣官房環境経済課に、国際ルール形成・環境ビジネス戦略室を

置く。  
２ 国際ルール形成・環境ビジネス戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 環境省の所掌事務に係る国際標準化その他の環境ビジネスに係る国際
ルール形成に関する事務の総括に関すること。  

二 環境経済課の所掌事務に係る事業者等が自ら行う環境への負荷の低減
のための取組の促進に関すること（環境金融の推進に係る政策の企画及
び立案並びに推進に関する事務を除く。）。  

３ 国際ルール形成・環境ビジネス戦略室に、室長を置く。  
 
  （環境影響評価審査推進調整官）  
第４９条 大臣官房環境影響評価課に、環境影響評価審査推進調整官１人を

置く。  
２ 環境影響評価審査推進調整官は、発電事業に係る環境影響評価に関する

審査の迅速化等に関する事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつ
かさどる。  



 
（地域循環共生圏推進室）  

第５０条 大臣官房地域政策課に、地域循環共生圏推進室を置く。  
２ 地域循環共生圏推進室は、地域循環共生圏の理念に基づく地域における

環境の保全のための取組並びに地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関す
る施策に関する人材育成及び連携の推進に関する事務をつかさどる。  

３ 地域循環共生圏推進室に室長を置く。  
 
 （地域循環共生推進企画官）  
第５１条 大臣官房地域政策課地域循環共生圏推進室に地域循環共生推進企

画官１人を置く。  
２ 地域循環共生推進企画官は、地域循環共生圏推進室の所掌事務に関する

重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  
 

（地域脱炭素事業監理室） 
第５２条 大臣官房地域政策課に、地域脱炭素対策事業監理室を置く。 
２ 地域脱炭素対策事業監理室は、地域脱炭素推進審議官グループの事務に

係る事業に関する事業監理及び事業の評価並びにその結果に基づく事業の
監督及び指導に関する事務をつかさどる。 

３ 地域脱炭素対策事業監理室に室長を置く。 
 

（地域脱炭素政策調整担当参事官室） 
第５３条 地域脱炭素政策調整担当参事官の下に、地域脱炭素政策調整担当

参事官室を置く。 
２ 地域脱炭素政策調整担当参事官室は、地域脱炭素政策調整担当参事官の

つかさどる事務を処理する。  
 
 （公害補償審査室）  
第５４条 大臣官房環境保健部企画課に、公害補償審査室を置く。  
２ 公害補償審査室は、公害健康被害補償不服審査会の庶務に関する事務を

つかさどる。  
３ 公害補償審査室に、室長を置く。  
 
（水俣病総合対策推進企画官）  
第５５条 大臣官房環境保健部企画課に水俣病総合対策推進企画官１人を置

く。  
２ 水俣病総合対策推進企画官は、大臣官房環境保健部企画課長を助け、大

臣官房環境保健部企画課の所掌事務のうち、水俣病対策に係る重要事項の
企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  

 
（水俣・芦北地域振興等推進官）  

第５６条 大臣官房環境保健部企画課に水俣・芦北地域振興等推進官１人を
置く。  

２ 水俣・芦北地域振興等推進官は、大臣官房環境保健部企画課の所掌事務
のうち、熊本県水俣市、葦北郡芦北町及び同郡津奈木町等の振興、水俣病
に係る普及啓発等に関する事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を
処理する。  

 
 



（環境リスク評価室）  
第５７条 大臣官房環境保健部化学物質安全課に、環境リスク評価室を置く。  
２ 環境リスク評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 ダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第
１０５号）第２条第１項に規定するダイオキシン類をいう。）の耐容一
日摂取量（同法第６条第１項に規定する耐容一日摂取量をいう。）に関
すること。  

二 環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染（人の
健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそ
れがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明
らかになっていないものをいう。）に関する調査、研究及び評価に関す
る事務（化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に
係るものを除く。）のうち環境リスク（環境の保全上の支障を生じさせ
るおそれをいう。）の評価に関すること。  

３ 環境リスク評価室に、室長を置く。  
 
（水銀・化学物質国際室）  

第５８条 大臣官房環境保健部化学物質安全課に、水銀・化学物質国際室を
置く。  

２ 水銀・化学物質国際室は、環境省組織令第２３条の事務のうち水銀によ
る環境の汚染の防止に関する法律（平成２７年法律第４２号）の施行並び
に国際協力、国際機関及び国際会議及び海外との連絡に関する事務をつか
さどる。  

３ 水銀・化学物質国際室に、室長を置く。  
 
 （環境リスク情報分析官）  
第５９条 大臣官房環境保健部化学物質安全課に、環境リスク情報分析官１

人を置く。  
２ 環境リスク情報分析官は、高度の専門的な知識経験に基づく化学物質の

環境リスクに関する調査、研究、情報の収集及び分析等を行うことにより
、環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに事務及び事業の
実施（化学物質の環境リスクに係るものに限る。）の支援を行う。  

 
（化学物質安全企画官）  
第６０条 大臣官房環境保健部化学物質安全課に、化学物質安全企画官１人

を置く。  
２ 化学物質安全企画官は、大臣官房環境保健部化学物質安全課の所掌事務

のうち、化学物質の安全に関する施策に係る重要事項の企画及び立案並び
に調整に関する事務を処理する。  

 
 （放射線健康管理担当参事官室）  
第６１条 放射線健康管理担当参事官の下に、放射線健康管理担当参事官室

を置く。  
２ 放射線健康管理担当参事官室は、放射線健康管理担当参事官のつかさど

る事務を処理する。  
 
 （線量評価企画官）  
第６２条 放射線健康管理担当参事官室に、線量評価企画官１人を置く。  
２ 線量評価企画官は、放射線健康管理担当参事官のつかさどる事務のうち



、放射線の線量の評価に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関す
る事務を処理する。  

 
 （地球温暖化対策事業監理室）  
第６３条 地球環境局総務課に、地球温暖化対策事業監理室を置く。  
２ 地球温暖化対策事業監理室は、エネルギー対策特別会計に係る事業（エ
ネルギー需給勘定に係るものに限る。）に関する監理、監督及び指導に関
する事務（地球環境局の事務に係るものに限る。）をつかさどる。  

３ 地球温暖化対策事業監理室に、室長を置く。  
  
（気候変動観測研究戦略室）  
第６４条 地球環境局総務課に、気候変動観測研究戦略室を置く。  
２ 気候変動観測研究戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 温室効果ガスの観測に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
に関すること。  

二 温室効果ガスの観測に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。  
３ 気候変動観測研究戦略室に、室長を置く。  
 
 （国際会議等業務室）  
第６５条 地球環境局総務課に、国際会議等業務室を置く。  
２ 国際会議等業務室は、国際会議（大臣が参加する重要なものに限る。）

及び大臣の外国訪問に関する交通手段及び宿泊施設の手配等に関する事務
をつかさどる。  

３ 国際会議等業務室に、室長を置く。  
 

（排出・吸収インベントリ算定企画官）  
第６６条 地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室に、排出・吸収インベン

トリ算定企画官１人を置く。  
２ 排出・吸収インベントリ算定企画官は、脱炭素社会移行推進室の所掌事

務のうち、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の算定及び公
表に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  

 
 （脱炭素ライフスタイル推進室）  
第６７条 地球環境局地球温暖化対策課に、脱炭素ライフスタイル推進室を

置く。  
２ 脱炭素ライフスタイル推進室は、環境省組織令第２７条の事務のうち温

室効果ガスの排出の抑制等のための生活様式の転換等に関する事務をつか
さどる。  

３ 脱炭素ライフスタイル推進室に、室長を置く。  
 

（住宅・建築物脱炭素化事業推進室）  
第６８条 地球環境局地球温暖化対策課に、住宅・建築物脱炭素化事業推進

室を置く。  
２ 住宅・建築物脱炭素化事業推進室は、環境省組織規則第１０条第２項第

１号の事務のうち、住宅及び建築物の脱炭素化に係る事業の実施に関する
事務をつかさどる。  

３ 住宅・建築物脱炭素化事業推進室に、室長を置く。  
  
 



（地球温暖化対策事業企画官）  
第６９条 地球環境局地球温暖化対策課に、地球温暖化対策事業企画官１人

を置く。  
２ 地球温暖化対策事業企画官は、エネルギー対策特別会計に係る事業に関

する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 
 
（地球温暖化対策技術調整官） 
第７０条 地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室に、地球温暖

化対策技術調整官１人を置く。 
２ 地球温暖化対策技術調整官は、地球温暖化対策事業室の所掌事務（住宅

・建築物脱炭素化事業推進室の所掌に属するものを除く。）に関する技術
的な重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 

 
 （地球環境情報分析官）  
第７１条 地球環境局国際連携課に、地球環境情報分析官１人を置く。  
２ 地球環境情報分析官は、高度の専門的な知識経験に基づく環境の保全を

目的とする国際協力に関する情報の収集、分析等を行うことにより、環境
省の所掌事務に係る国際協力に関する事務及び事業の支援を行う。  

 
 （中国環境情報分析官）  
第７２条 地球環境局国際連携課に、中国環境情報分析官１人を置く。  
２ 中国環境情報分析官は、高度の専門的な知識経験に基づく環境の保全を

目的とする日中環境協力に関する情報の収集、分析等を行うことにより、
環境省の所掌事務に係る日中環境協力に関する事務及び事業の支援を行う。  

 
（国際戦略企画官）  

第７３条 地球環境局国際連携課に、国際戦略企画官１人を置く。  
２ 国際戦略企画官は、国際連携課の所掌事務に関する重要事項の企画及び

立案並びに調整に関する事務を処理する。 
 
（地球環境審議官補佐官） 
第７４条 地球環境局国際連携課に、地球環境審議官補佐官１人を置く。 
２ 地球環境審議官補佐官は、地球環境審議官を補佐し、環境省の所掌事務

に係る地球環境保全に関する事務その他の事務のうち、国際的に取り組む
必要がある事項に関する事務の処理に参画する。 

 
（国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室）  

第７５条 国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官の下に、国際脱炭
素移行推進・環境インフラ担当参事官室を置く。  

２ 国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室は、国際脱炭素移行推
進・環境インフラ担当参事官のつかさどる事務を処理する。  

 
（JCM 推進室）  

第７６条 国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官の下に、JCM 推
進室を置く。  

２ JCM 推進室は、国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官のつか
さどる事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。  
一 二国間クレジット制度に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推

進に関すること。  



二 パリ協定第６条の活用に関する国際協力並びに国際機関、国際会議及
び海外との連絡調整に関すること。  

３ JCM 推進室に、室長を置く。  
 
  （環境管理情報分析官）  
第７７条 水・大気環境局環境管理課に、環境管理情報分析官１人を置く。  
２ 環境管理情報分析官は、高度の専門的な知識経験に基づく大気・水・土

壌汚染に関する調査、研究、情報の収集及び分析等を行うことにより、環
境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案の支援を行う。  

 
 

（有機フッ素化合物対策室）  
第７８条 水・大気環境局環境管理課に、有機フッ素化合物対策室を置く。  
２ 有機フッ素化合物対策室は、環境管理課の所掌事務のうち有機フッ素化

合物に関する事務をつかさどる。  
３ 有機フッ素化合物対策室に室長を置く。  
 

（環境創造室）  
第７９条 水・大気環境局環境管理課に、環境創造室を置く。  
２ 環境創造室は、環境管理課の所掌事務のうち良好な環境の創出及びこれ

の活用に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。  
３ 環境創造室に室長を置く。  
 

（環境創造推進官）  
第８０条 水・大気環境局環境管理課環境創造室に、環境創造推進官を置く。  
２ 環境創造推進官は、環境管理課環境創造室の所掌事務のうち良好な環境

の創出に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。  
 

（環境管理調整官）  
第８１条 水・大気環境局環境管理課に、環境管理調整官を置く。  
２ 環境管理調整官は、環境管理課の所掌事務のうち、環境の保全に関する

基本的な政策の企画及び立案（水道水質・衛生管理室、農薬環境管理室及
び有機フッ素化合物対策室の所掌に属するものを除く。）の総括並びにこ
れに関する国際協力並びに国際機関、国際会議及び海外との連絡に関する
事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。  

 
（大気環境等対策推進官）  

第８２条 水・大気環境局環境管理課に、大気環境等対策推進官を置く。  
２ 大気環境等対策推進官は、環境管理課の所掌事務のうち、大気環境基準

及び騒音環境基準並びに大気の汚染、騒音、振動及び悪臭の防止に関する
事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。  

 
（水環境対策推進官）  

第８３条 水・大気環境局環境管理課に、水環境対策推進官を置く。  
２ 水環境対策推進官は、環境管理課の所掌事務のうち、水質環境基準及び

水質の汚濁の防止に関する事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を
つかさどる。  

 
 



（土壌環境対策推進官）  
第８４条 水・大気環境局環境管理課に、土壌環境対策推進官を置く。  
２ 土壌環境対策推進官は、環境管理課の所掌事務のうち、土壌環境基準及

び土壌の汚染の防止に関する事項の企画及び立案並びに調整に関する事務
をつかさどる。  

 
（自動車環境戦略企画官）  

第８５条 水・大気環境局モビリティ環境対策課に、自動車環境戦略企画官
１人を置く。  

２ 自動車環境戦略企画官は、自動車の交通に起因して生ずる大気の汚染の
防止に関する事務並びにこれに関連する環境の保全の観点からの温室効果
ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務のうち重
要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  

 
（海洋プラスチック汚染対策室）  

第８６条 水・大気環境局海洋環境課に、海洋プラスチック汚染対策室を置
く。  

２ 海洋プラスチック汚染対策室は、プラスチックによる海洋、河川及び湖
沼の汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関する事務をつかさど
る。  

３ 海洋プラスチック汚染対策室に、室長を置く。  
 

（海洋プラスチック汚染対策担当交渉官）  
第８７条 水・大気環境局海洋環境課に、海洋プラスチック汚染対策担当交

渉官１人を置く。  
２ 海洋プラスチック汚染対策担当交渉官は、水・大気環境局海洋環境課の

所掌事務のうち、プラスチックによる海洋環境等の汚染の防止を目的とす
る外国、国際機関等との調整及び交渉に関する事項に係るものに参画する。  

 
 （国民公園室）  
第８８条 自然環境局総務課に、国民公園室を置く。  
２ 国民公園室は、次に掲げる事務をつかさどる。  
 一 国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所の管理に関す

ること。  
 二 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の活用に

関すること。  
 三 前二号に掲げるもののほか、皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに

千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。  
３ 国民公園室に室長を置く。  
 
 （動物愛護管理室）  
第８９条 自然環境局総務課に、動物愛護管理室を置く。  
２ 動物愛護管理室は、人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人

の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関する事務をつかさどる。  
３ 動物愛護管理室に、室長を置く。  
 

（動物共生企画官）  
第９０条 自然環境局総務課動物愛護管理室に、動物共生企画官を置く。  
２ 動物共生企画官は、動物愛護管理室の所掌事務に関する重要事項の企画



及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  
 
 （国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所の内部組織）  
第９１条 国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所（以下「

国民公園管理事務所等」という。）のうち、別に定める国民公園管理事務
所等に、次長を置く。  

２ 次長は、所長を助け、所務を整理する。  
３ 皇居外苑管理事務所に、北の丸分室（以下この条において「分室」とい

う。）を置く。  
４ 分室は、皇居外苑管理事務所の所掌事務のうち、北の丸地区内に関する

事務をつかさどる。  
５ 分室は、東京都千代田区に置く。  
６ 分室に、分室長を置く。  
７ 分室長は、分室の事務を掌理する。  
８ 新宿御苑管理事務所に、総括調整官を置く。  
９ 前項の総括調整官は、新宿御苑管理事務所の所掌事務に関する技術的な

重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。  
10 国民公園管理事務所等（第３項に規定する分室を含む。）に、科を置く。  
11 科に、科長を置く。  
12 前項の科長は、その科に属する職員を指揮監督し、科の事務を掌理する。  
13 第１０項の科の定数及び名称は、別に定める。  
14 別に定める国民公園管理事務所等に、専門官を置く。  
15 前項の専門官は、所長及び次長を助け、専門的知識経験に基づく意見を

述べ、又は専門的事務を処理する。  
16 第１４項の専門官の定数及び名称は、別に定める。  
17 別に定める国民公園管理事務所等に、主査を置く。  
18 前項の主査については、第２０条第２項の規定を準用する。  
19 主査の定数は、別に定める。  
 
  （生物多様性センターの内部組織）  
第９２条 生物多様性センターに、科を置く。  
２ 前項の科に、科長を置く。  
３ 前項の科長については、前条第１２項の規定を準用する。  
４ 第１項の科の定数及び名称は、別に定める。  
５ 生物多様性センターに、専門官を置く。  
６ 前項の専門官は、生物多様性センター長を助け、専門的知識経験に基づ

く意見を述べ、又は専門的事務を処理する。  
７ 第５項の専門官の定数及び名称は、別に定める。  
 
 （生物多様性国際企画官）  
第９３条 自然環境局自然環境計画課に、生物多様性国際企画官２人を置く。  
２ 生物多様性国際企画官は、生物の多様性の確保に関する国際協力、国際

機関及び国際会議並びに海外との連絡に関する重要事項の企画及び立案並
びに調整に関する事務を処理する。  

 
 （自然環境情報分析官）  
第９４条 自然環境局自然環境計画課に、自然環境情報分析官１人を置く。  
２ 自然環境情報分析官は、高度の専門的な知識経験に基づく自然環境保全

に係る技術の情報及び社会の動向に関する情報の収集、分析並びに海洋保



全に係る情報の収集、分析を行うことにより、自然環境保全に関する基本
的な政策の企画及び立案の支援を行う。  

 
（生態系情報分析官）  

第９５条 自然環境局自然環境計画課に、生態系情報分析官１人を置く。  
２ 生態系情報分析官は、気候変動による自然生態系への影響及びその評価
並びに当該影響への適応策（以下「適応策」という。）等に関する情報の
収集及び分析、適応策の企画、立案及び評価の支援並びに適応策に係る普
及啓発及び人材の育成に関する政策の企画及び立案の支援を行う。  

 
  （保全再生調整官）  
第９６条 自然環境局自然環境計画課に、保全再生調整官１人を置く。  
２ 保全再生調整官は、自然環境の保全、再生等に関する事項の企画及び立

案並びに調整に関する事務を処理する。  
 

（生物多様性主流化室）  
第９７条 自然環境局自然環境計画課に、生物多様性主流化室を置く。  
２ 生物多様性主流化室は、次に掲げる事務をつかさどる。  
 一 事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が行う生物の多様

性の確保の取組に関すること（地域ネイチャーポジティブ推進室の所掌
に属するものを除く。）。  

 二 生物の多様性の確保のための経済的措置に関すること。   
三 遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な

配分に関すること。  
３ 生物多様性主流化室に、室長を置く。  
 

（地域ネイチャーポジティブ推進室）  
第９８条 自然環境局自然環境計画課に、地域ネイチャーポジティブ推進室

を置く。  
２ 地域ネイチャーポジティブ推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。  
 一 地域におけるネイチャーポジティブの推進に関すること。  
 二 自然再生の推進に関すること。   

三 里地里山等の身近な自然環境の保全に関すること。  
３ 地域ネイチャーポジティブ推進室に、室長を置く。  
 

（インバウンド推進室）  
第９９条 自然環境局国立公園課に、インバウンド推進室を置く。  
２ インバウンド推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 国立公園等におけるインバウンド推進に関すること（国立公園利用推
進室の所掌に属するものを除く。）。  

二 国立公園における利用拠点の再生、脱炭素化、利用の高付加価値化及
び滞在体験の魅力向上の推進に関すること（国立公園利用推進室の所掌
に属するものを除く。）。  

三 国と民間団体等との連携及び協働による国立公園の適正な利用の推進
に関すること。  

３ インバウンド推進室に、室長を置く。  
 
（温泉地保護利用推進室）  

第１００条 自然環境局自然環境整備課に、温泉地保護利用推進室を置く。  



２ 温泉地保護利用推進室は、温泉の保護及び整備並びに温泉に関する事業
の振興に関する事務をつかさどる。  

３ 温泉地保護利用推進室に、室長を置く。  
 

（整備技術管理室） 
第１０１条 自然環境局自然環境整備課に、整備技術管理室を置く。 
２ 整備技術管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 
 一 自然公園等施設整備に係る技術基準に関すること。 
 二 自然公園等施設整備に係る工事等の入札契約方式に係る運用に関する

こと。 
 三 自然公園等施設整備に係る事業用地及び損失補償に係る制度に関する

こと。 
 四 前三号に掲げるもののほか、自然公園等施設整備に関する技術の開発

及び普及に関する事務に関すること。 
３ 整備技術管理室に、室長を置く 
  
 （温泉制度管理技術研究官）  
第１０２条 自然環境局自然環境整備課に、温泉制度管理技術研究官１人を
置く。  

２ 温泉制度管理技術研究官は、高度の専門的な知識経験に基づく温泉の保
護、温泉採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止及び温泉の
利用の適正化に関する研究、調査、情報の収集及び分析等を行うことによ
り、温泉に関する基本的な政策の企画及び立案の支援を行う。  

 
 （外来生物対策室）  
第１０３条 自然環境局野生生物課に、外来生物対策室を置く。  
２ 外来生物対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係
る被害の防止に関する事務  

二 遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する事務  
３ 外来生物対策室に、室長を置く。  
 

（鳥獣保護管理企画官）  
第１０４条 自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室に、鳥獣保護管理企画官

１人を置く。  
２ 鳥獣保護管理企画官は、鳥獣保護管理室の所掌事務に関する重要事項の  
 企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  
 

（国際資源循環調整官）  
第１０５条 環境再生・資源循環局総務課に、国際資源循環調整官１人を置

く。  
２ 国際資源循環調整官は、総務課の所掌事務のうち、国際資源循環に関す

る重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  
 

（制度企画室）  
第１０６条 環境再生・資源循環局総務課に、制度企画室を置く。  
２ 制度企画室は、環境再生・資源循環局の所掌に係る制度の基本的な事項

の企画及び立案に関する事務をつかさどる。  
３ 制度企画室に、室長を置く。  



 
（資源循環制度企画官）  

第１０７条 環境再生・資源循環局総務課に、資源循環制度企画官１人を置
く。  

２ 資源循環制度企画官は、環境再生・資源循環局の所掌に係る制度の基本
的な事項のうち、特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理
する。  

 
（循環指標情報分析官）  

第１０８条 環境再生・資源循環局総務課に、循環指標情報分析官１人を置
く。  

２ 循環指標情報分析官は、高度の専門的な知識経験に基づく循環資源の発
生、循環的な利用及び処分の状況その他の循環型社会（循環型社会形成推
進基本法（平成１２年法律第１１０号）第２条第１項に規定する循環型社
会をいう。以下この項において同じ。）の形成に関する情報の収集、分析
等を行うことにより、環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案（
循環型社会の形成に係るものに限る。）の支援を行う。  

 
（循環型社会推進企画官）  

第１０９条 環境再生・資源循環局総務課循環型社会推進室に、循環型社会
推進企画官１人を置く。  

２ 循環型社会推進企画官は、循環型社会推進室の所掌事務に関する重要事
項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  

 
（地域資源循環企画官）  

第１１０条 環境再生・資源循環局資源循環課に、地域資源循環企画官１人
を置く。  

２ 地域資源循環企画官は、地域における資源循環の推進に関する事項の企
画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  

 
（資源循環ビジネス推進室）  

第１１１条 環境再生・資源循環局資源循環課に、資源循環ビジネス推進室
を置く。  

２ 資源循環ビジネス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。  
一 循環資源の循環的な利用の促進に関する事業者の活動の促進に関する

事務  
二 循環資源の循環的な利用等の観点からの環境金融の推進に係る政策の

企画及び立案並びに推進に関する事務（環境経済課の所掌に属するもの
を除く。）  

３ 資源循環ビジネス推進室に、室長を置く。  
  

（資源循環制度推進室）  
第１１２条 環境再生・資源循環局資源循環課に、資源循環制度推進室を置

く。  
２ 資源循環制度推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）の施行に関す
る事務  

二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１
０４号）の施行に関する事務  



三 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第８７号）
の施行に関する事務  

 四 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成２４年法
律第５７号）の施行に関する事務３ 資源循環制度推進室に、室長を置
く。  

３ 資源循環制度推進室に室長を置く。  
 

（容器包装・プラスチック資源循環室）  
第１１３条 環境再生・資源循環局資源循環課に、容器包装・プラスチック

資源循環室を置く。  
２ 容器包装・プラスチック資源循環室は、次に掲げる事務をつかさどる。  
 一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７

年法律第１１２号）の施行に関する事務  
 二 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第

６０号）の施行に関する事務  
３ 容器包装・プラスチック資源循環室に、室長を置く。  
 

（廃棄物適正処理推進企画官）  
第１１４条 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課に、廃棄物適正処

理推進企画官１人を置く。  
２ 廃棄物適正処理企画官は、廃棄物適正処理推進課の所掌事務のうち、一

般廃棄物（廃棄物処理法第２条第２項に規定する一般廃棄物をいう。）の
排出の抑制及び適正な処理に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に
関する事務を処理する。  

 
（廃棄物処理施設整備調整官）  

第１１５条 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課に、廃棄物処理施
設整備調整官１人を置く。  

２ 廃棄物処理施設整備調整官は、一般廃棄物処理施設整備に係る交付金等
に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  

  
 （浄化槽企画官）  
第１１６条 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室に、

浄化槽企画官１人を置く。  
２ 浄化槽企画官は、浄化槽の設置及び普及に関する基本的な政策の企画及

び立案に関する事務を処理する。  
  
 （廃棄物規制担当参事官室）  
第１１７条 廃棄物規制担当参事官の下に、廃棄物規制担当参事官室を置く。  
２ 廃棄物規制担当参事官室は、廃棄物規制担当参事官のつかさどる事務を

処理する。  
 

（産業廃棄物規制企画官）  
第１１８条 廃棄物規制担当参事官室に、産業廃棄物規制企画官１人を置く。  
２ 産業廃棄物規制企画官は、産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関

する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  
 

（有害廃棄物処理推進調整官）  
第１１９条 廃棄物規制担当参事官室に、有害廃棄物処理推進調整官１人を



置く。  
２ 有害廃棄物処理推進調整官は、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康

又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正
な処理に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理す
る。  

 
（環境再生担当参事官室）  

第１２０条 環境再生担当参事官の下に、環境再生担当参事官室を置く。  
２ 環境再生担当参事官室は、環境再生担当参事官のつかさどる事務を処理

する。  
 
 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室）  
第１２１条 環境再生担当参事官の下に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推

進室を置く。  
２ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室は、環境再生担当参事官のつかさ

どる事務のうち、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関す
るものをつかさどる。  

３ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室に、室長を置く。  
 

（不法投棄原状回復事業対策室）  
第１２２条 環境再生担当参事官の下に、不法投棄原状回復事業対策室を置

く。  
２ 不法投棄原状回復事業対策室は、環境再生担当参事官のつかさどる事務

のうち、廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当
該支障の除去に関するものをつかさどる。  

３ 不法投棄原状回復事業対策室に、室長を置く。  
 
 （不法投棄原状回復事業対策官）  
第１２３条 環境再生・資源循環局不法投棄原状回復事業対策室に、不法投

棄原状回復事業対策官１人を置く。  
２ 不法投棄原状回復事業対策官は、不法投棄原状回復事業対策室の所掌事

務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  
 
 （災害廃棄物対策室）  
第１２４条 環境再生担当参事官の下に、災害廃棄物対策室を置く。  
２ 災害廃棄物対策室は、環境再生担当参事官のつかさどる事務のうち、災

害により生じた廃棄物の適正な処理に関するものをつかさどる。  
３ 災害廃棄物対策室に、室長を置く。  
 
 （災害廃棄物対策官）  
第１２５条 環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室に、災害廃棄物対策官

１人を置く。  
２ 災害廃棄物対策官は、災害廃棄物対策室の所掌事務に関する重要事項の

企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。  
 

（福島環境再生事業監理室）  
第１２６条 環境再生担当参事官の下に、福島環境再生事業監理室を置く。  
２ 福島環境再生事業監理室は、環境再生事業担当参事官のつかさどる事務



のうち、次に掲げるものをつかさどる。  
 一 原子力災害からの環境の再生に関すること。  
 二 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式

会社法第７条第１項第１号から第３号までに掲げる業務及びこれらに附
帯する業務に関すること。  

３ 福島環境再生事業監理室に、室長を置く。  
 

（復興再生利用・最終処分戦略担当参事官室）  
第１２７条 復興再生利用・最終処分戦略担当参事官の下に、復興再生利用

・最終処分戦略担当参事官室を置く。  
２ 復興再生利用・最終処分戦略担当参事官室は、復興再生利用・最終処分

戦略担当参事官のつかさどる事務を処理する。  
 

（復興再生利用・最終処分戦略推進官）  
第１２８条 環境再生・資源循環局復興再生利用・最終処分戦略担当参事官

室に、復興再生利用・最終処分戦略推進官１人を置く。  
２ 復興再生利用・最終処分戦略推進官は、復興再生利用・最終処分戦略担

当参事官のつかさどる事務のうち、除去土壌の復興再生利用及び福島県内
除去土壌等の最終処分の戦略等に係る重要事項の企画及び立案並びに調整
に関する事務を処理する。  

 
（福島再生・未来志向プロジェクト推進室）  

第１２９条 復興再生利用・最終処分戦略担当参事官の下に、福島再生・未
来志向プロジェクト推進室を置く。  

２ 福島再生・未来志向プロジェクト推進室は、復興再生利用・最終処分戦
略担当参事官のつかさどる事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。  
一 除去土壌の復興再生利用及び福島県内除去土壌等の最終処分に関する

施策に関し、国民の理解と協力を得ることに資する取組の推進に関する
もの。  

二 除去土壌の復興再生利用及び福島県内除去土壌等の最終処分に関する
国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡並びに広報に関す
るもの。  

３ 福島再生・未来志向プロジェクト推進室に、室長を置く。  
 

（復興再生利用・最終処分事業推進担当参事官室）  
第１３０条 復興再生利用・最終処分事業推進担当参事官の下に、復興再生

利用・最終処分事業推進担当参事官室を置く。  
２ 復興再生利用・最終処分事業推進担当参事官室は、復興再生利用・最終

処分事業推進担当参事官のつかさどる事務を処理する。  
 
 （専門官等の事務の範囲）  
第１３１条 専門官、係、科及び主査の事務の範囲は、局長、部長、総合環

境政策統括官又は大臣官房秘書課長、大臣官房総務課長若しくは大臣官房
会計課長（以下「部局長等」という。）が、環境大臣の承認を得て定める
ものとする。  

２ 部局長等は、特に必要があると認めるときは、前項の規定によって定め
られた事務の範囲によらないで臨時に事務の処理をさせることができる。  

 
  



（補足）  
第１３２条 この訓令に規定するもののほか、組織の細目について必要な事

項は、部局長等が環境大臣の承認を得て定めることができる。  
 
   附 則  
 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。  


